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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子基板上に透明導電膜が形成されてなる透明導電積層体において、該透明導電膜は
示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５５０℃まで走査したときに
、最大発熱温度が１５０℃以下（但し、１５０℃を除く）にあることを特徴とする透明導
電積層体。
【請求項２】
透明導電膜は示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５５０℃まで走
査したときに、発熱が開始する温度が１００℃以下であることを特徴とする請求項１記載
の透明導電積層体。
【請求項３】
透明導電膜は示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５５０℃まで走
査したときに、発熱量が１０～１４０Ｊ／ｇの範囲にあることを特徴とする請求項１又は
２に記載の透明導電積層体。
【請求項４】
　透明導電膜が、酸化インジウムの８０～９８重量％に対して、２～２０重量％の酸化錫
、酸化ガリウム、酸化チタン及び酸化ゲルマニウムからなる群より選ばれてなる１種以上
の酸化物を含む請求項１～３のいずれかに記載の透明導電積層体。
【請求項５】
透明導電膜の厚さが１０～３５０ｎｍである請求項１～４のいずれかに記載の透明導電積
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層体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高分子基板上に透明導電膜が形成されてなる透明導電積層体に関し、さらに詳
しくは、高分子基板の上に非晶領域を持つ透明導電膜を有する透明導電積層体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
各種表示素子或いは薄膜太陽電池の電極部には透明導電膜が用いられている。また、その
ような透明導電膜を有した透明電極基板には一般にガラスが用いられている。一方、近年
の携帯移動端末の急激な小型化・軽量化に伴って、透明電極基板にもさらなる軽量な部材
が要求されている。そのため、基板材料としてはガラスに比べてより軽量な透明高分子基
板材料が用いられつつある。例えば、携帯電話や情報携帯端末には、透明高分子基板上に
透明導電膜が加工された透明導電積層体を用いて作成されたフィルム液晶が使用されてい
る、或いは透明導電積層体を用いて作成されたタッチパネルが入力インターフェイスとし
て用いられている。
【０００３】
このような、高分子基板上に透明導電膜を形成されてなる透明導電積層体は、かかるフィ
ルム液晶素子やタッチパネルへの高次加工に際し様々な熱履歴を受ける。特に、タッチパ
ネルについては、ユーザーのペン入力に対して耐久性を付与するために、透明導電膜を結
晶化させるような加工が通常実施されている。また、透明導電膜の抵抗値を低減させるた
めには、該透明導電膜を結晶化させ、それに起因するキャリア濃度の増大が必要不可欠で
ある。
【０００４】
高分子基板上への透明導電膜の形成においては、高分子基板がガラス基板と異なり形成時
に熱的な制約を受けるため、基板温度を低温にせざるを得ないという重大な制約を背負い
ながらなされているのが現状であり、より高温で形成されてなる透明導電膜に対して比抵
抗が高い。また、高分子基板上に形成される透明導電膜は、基板温度の制約により通常非
晶質或いは結晶質と非晶質が混在した状態になっている。すなわち、非晶質部分が素子加
工工程にて受ける熱履歴によりどのような変化を起こすかは、やってみなければわからな
いという面が強く、X線回折における結晶質・非晶質という分類以外に非晶質を本質的に
分類する方法はない。
【０００５】
素子加工工程中の熱処理において結晶化が求められる透明導電膜を有する透明導電積層体
においては、特に透明導電膜の熱特性として、ある熱履歴に対して定量的に状態の変化量
が決まっていることが重要になる。例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ系透明導電膜の結晶化温度は
、電気抵抗の不可逆な変化が起こる温度をもって、結晶化温度と呼んでいるようである。
そして、その温度は１６０℃程度であるといわれてきた。しかし、この方法は、抵抗値の
観測により間接的に求められているにすぎず、本質的な透明導電膜の熱挙動に立脚したも
のとは言い難い。そのために、透明導電膜の使用形態が限定されていることも事実であり
、繰り返し再現性という工業的に重要な因子を満たし難いこともまた事実である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、高分子基板上に透明導電膜を形成する際の基板の温度は、ガラス基板上に
通常２００～３００℃で形成するときとは大きく異なり、熱的に制約されるため、多くの
場合室温以下程度から高分子基板の軟化点温度程度の範囲が用いられている。そのような
、低温基板上に形成された透明導電膜は通常、非晶質膜或いは非晶質と結晶質が混在した
膜となっている。このような状態の透明導電膜は、Ｘ線回折のような巨視的構造に関する
検討を行っても、所謂ハローと呼ばれる幅の広い回折線を与えるのみ、或いは、結晶由来
の回折線とハローの混在したような回折線を与えるのみである。
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【０００７】
このような非晶質或いは非晶質と結晶質が混在した透明導電膜を積層してなる透明導電積
層体を用いて、例えばタッチパネルを形成することを鑑みると、透明導電膜の形成に係る
種々のプロセスパラメーターを変化させて、タッチパネルの製造過程において適切に結晶
化を起こすような透明導電膜を供給するという状況になる。そして、非晶質の状態が主た
る状態である当該透明導電膜においては、非晶質自身の結晶化のしやすさという差異に関
する知見が極めて重要な製造因子となる。このことを具体的に記述すると、抵抗値に代表
される電気的特性が大きく異なる非晶質透明導電膜であったとしても、Ｘ線回折の測定で
は、ほぼ同様のハローを与えるに過ぎず、構造的には全く等価な状態という結果が得られ
てしまう。そのため、EL素子や液晶パネルを作製する工程やタッチパネルを作製する工程
等での透明導電膜の状態の見極めは最終製品の段階に至るまでできないような状況である
。
【０００８】
このような現状を鑑み、本発明の目的は、高分子基板上に透明導電膜が形成されてなる透
明導電積層体において、結晶化が容易な透明導電積層体を提供することにある。即ち、あ
る温度での熱量の供給に対する挙動が明確な透明導電膜を提供することにあり、これは非
晶質という構造が不確定で、非晶質という以外に分類のできなかった透明導電膜の状態を
、熱力学的な手法により明確に分類しようとするものである。より具体的には、高分子基
板の軟化点温度以下の熱処理に際し、比較的低温と考えることができる１００～１５０℃
の温度範囲において、非晶から結晶への構造転移を短時間のうちに容易に起こすような透
明導電膜を有する透明導電積層体を供給することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、基板温度が室温程度で形成された透明導電膜について、その熱力学的な特
性を示差走査型熱量計によって鋭意検討した結果、透明導電膜の熱力学的な特性が透明導
電膜の製造条件によって変化することにより、特に熱処理に伴う結晶化に対して大きな違
いを生じていることを見出した。そして、これは以下のようなメカニズムに基づくもので
あると推定している。
【００１０】
透明導電膜を高分子基板上に形成する際には、高分子基板が充分な耐熱性を有さないため
に、ガラス上に結晶性の良好な透明導電膜を形成するために必要な２００℃以上の温度に
加熱することは通常困難である。透明導電膜を高分子基板の軟化点温度以下で形成した場
合、その構造は殆どが非晶質あるいは、非晶質と結晶質が混在した状態である。非晶質透
明導電膜の構造特性は、代表的な構造解析手法であるＸ線回折によれば、ハローと呼ばれ
るブロードな回折線を与えるのみである。よって透明導電膜の製造条件を変調した際の非
晶質の状態が同じなのか、異なっているのかはこの手法ではわからない。
【００１１】
高分子基板上に形成されてなる透明導電膜は、各種素子に加工される際に、高分子基板の
軟化点温度を超えない程度の様々な熱履歴を受けることがわかっている。このとき、透明
導電膜は受ける熱履歴によって、結晶化を起こしたり起こさなかったりする。即ち、非晶
から結晶への構造相転移が起こることがある。しかし、このような状態の変化を直接的に
判断することはできない。そこで、一定温度での熱処理による透明導電膜の抵抗値の変化
や、さらには高分子基板の反り量の変化によって、間接的に評価しているのが現状である
。これは、非晶質という状態が、まったく同じ状態であるということではなく、その製造
条件により異なった状態になっているということを示しており、その違いを解明すること
こそが、素子加工に際し繰り返し再現性を与える、安定した高分子基板上の透明導電膜と
言える。
【００１２】
ところが、このような現実があるにも関らず、非晶質透明導電膜の差異について具体的に
解析した例は見当たらず、特に透明導電膜の熱力学的な特性の直接的な観測を示差走査型
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熱量計で実施したという報告は無い。
【００１３】
本発明者らは、Ｘ線回折法において巨視的な構造特性を調べた場合に、非晶質、或いは非
晶質と結晶質の混合体と考えられるような状態の透明導電膜の熱に対する特性を定量的に
解析することにより、各種素子形成過程に使用される温度領域において、どのような状態
に当該透明導電膜があるかを判断するのに有効である知見を得た、そして特定の条件で測
定したときに一定範囲の発熱量及び最大発熱温度を示す透明導電膜が非常に速やかに結晶
へ相転移できるものであることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　即ち本発明は、高分子基板上に透明導電膜が形成されてなる透明導電積層体において、
該透明導電膜は示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５５０℃まで
走査したときに、最大発熱温度が１５０℃以下（但し、１５０℃を除く）にあることを特
徴とし、当該透明導電膜が示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５
５０℃まで走査したときに、発熱が開始する温度が１００℃以下であることを特徴とし、
当該透明導電膜が示差走査型熱量計により毎分２０℃の昇温速度で３０℃から５５０℃ま
で走査したときに、発熱量が１０～１４０Ｊ／ｇの範囲であることを特徴としている。ま
た、当該透明導電膜が酸化インジウムを主とし、酸化錫、酸化ガリウム、酸化チタン及び
酸化ゲルマニウムからなる群より選ばれる１種以上の酸化物を含むことを特徴とし、当該
透明導電膜の厚さが１０～３５０ｎｍであることを特徴とする透明導電積層体である。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について順次説明していく。
【００１６】
本発明に使用される透明導電積層体は、高分子基板の少なくとも一方の面上に透明導電膜
が形成されてなるものである。係る透明導電膜は、酸化インジウムを主とし、酸化錫、酸
化ガリウム、酸化チタン及び酸化ゲルマニウムからなる群より選ばれてなる１種以上の酸
化物を含むことを特徴としている。より具体的には、酸化インジウムの８０～９８重量％
に対して、２～２０重量％の酸化錫、酸化ガリウム、酸化チタン及び酸化ゲルマニウムか
らなる群より選ばれてなる１種以上の酸化物を含むものである。特に、素子形成に際して
より容易に結晶化を起こすことが必要な場合には、添加されてなる１種以上の酸化物の量
を２～７．５重量％にすることが望ましい。また素子形成時の熱処理で、抵抗値を低減さ
せることが目的であれば、添加されてなる１種以上の酸化物の量を５～１５重量％にする
ことが望ましい。このとき、１種以上の酸化物は酸化錫であることが極めて望ましい。
【００１７】
本発明に使用される高分子基板としては、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエチ
レン２，６ナフタレートといったポリエステル系高分子、ポリオレフィン系高分子や、ポ
リカーボネイト、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート等の単一成分の高分子、あるい
は光学的機能または熱力学的機能を付与するために、これらの高分子に第二、第三成分を
共重合した、共重合高分子を用いることができる。
【００１８】
特に、光学用途にはビスフェノール成分を有する透明性が良好なポリカーボネイトが望ま
しい。
【００１９】
かかるビスフェノール成分としては、例えば、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
プロパン（ビスフェノールＡ）、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサ
ン（ビスフェノールＺ）、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリ
メチルシクロヘキサン、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン、９，９－
ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）フルオレンを挙げることができる。
【００２０】
これらは２種類以上組み合わせてもよい。即ち係るポリカーボネイトは共重合ポリカーボ
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ネイトでもブレンド体でもよい。
【００２１】
さらに、新規機能を発現させるために複数の高分子をブレンドした高分子を用いることも
できる。さらには、多層の共押出し高分子フィルムを用いることもできる。
【００２２】
また、高分子基板の厚みは、０．０１～０．４ｍｍのものを使用することができるが、０
．１～０．２ｍｍ程度が液晶等の光学用途としては視認性の観点より望ましい。また、０
．０１ｍｍ程度の高分子基板に形成した後、厚い高分子フィルムに貼り合わせても構わな
い。
【００２３】
さらに高分子基板は光学等方性が優れるものが好ましく、リターデーデョンが３０ｎｍ以
下、好ましくは１５ｎｍ以下のものが好適である。
【００２４】
本発明の透明導電積層体は高分子基板と、その少なくとも一方の面に形成される透明導電
膜との密着性の向上、高分子基板の耐久性の向上或いは、高分子基板のガスバリア能を向
上させるために、高分子基板と透明導電膜との間、及び／または高分子基板の電極として
用いる透明導電膜が形成されていない面に、少なくとも一層以上からなるコーティング層
を有していても構わない。このコーティング層は、無機物または有機物またはそれらの複
合材料からなり、その膜厚は好ましくは０．０１～２０μｍである。より望ましくは、１
０μｍ程度に抑制されることが望ましい。コーティング層の形成にはコーターを用いた塗
布法や、スプレー法、スピンコート法、インラインコート法等が用いられることが多いが
、この限りではない。また、スパッタ法、蒸着法といった、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏ
ｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（以下ＰＶＤ）、Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ（以下ＣＶＤ）の手法が用いられても構わない。コーティング層としては、アク
リル系樹脂、ウレタン系樹脂、ＵＶ硬化系樹脂、エポキシ系樹脂等の樹脂成分やこれらと
アルミナ、シリカ、マイカ等の無機粒子の混合物が使われても良い。或いは、高分子基板
を二層以上の共押し出しによりコーティング層の機能を持たせても構わない。ＰＶＤ、Ｃ
ＶＤの手法では、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化カルシウム、酸
化バリウム、酸化錫、酸化インジウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化亜鉛等の酸化物
や、窒化珪素、窒化チタン、窒化タンタル等の窒化物、酸化窒化珪素のような酸窒化物、
あるいは、弗化マグネシウム、弗化カルシウム等の弗化物を単体あるいは混合したものを
形成して用いることができる。このようなコーティング層を有する透明導電積層体は、光
学特性としてレターデーションが低く、尚且つ透過率が高いことが望ましい。
【００２５】
本発明における、透明導電膜の形成手法は、例えば、ＤＣマグネトロンスパッタリング法
、ＲＦマグネトロンスパッタリング法、イオンプレーティング法、真空蒸着法、パルスレ
ーザーデポジション法、これらを複合した形成法等を用いることができるが、大面積に対
して均一な膜厚の透明導電膜を形成するという工業生産性に着目すると、ＤＣマグネトロ
ンスパッタリング法が望ましい。
【００２６】
スパッタリングに用いるターゲットは酸化インジウムを主成分とする焼結ターゲットを用
いることが望ましいが、金属Ｉｎを主成分とする合金ターゲットを用いて、反応性スパッ
タ等の手法を用いても構わない。
【００２７】
本発明の透明導電積層体を熱処理する場合には、通常大気下を想定しているが、素子形成
工程において減圧と呼ばれる程度、或いは真空と呼ばれる程度の大気が存在しない状態、
または、Ａｒガスや窒素ガスといった不活性ガス下でも構わない。これは、工業的に形成
でき得る真空や不活性ガス下では、結晶化に対して十分の酸素が、酸素ガス、または水分
という形で存在しているからである。
【００２８】
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本発明では、酸化物焼結ターゲットを用いてＤＣマグネトロンスパッタリング法により上
記透明導電膜を製膜する場合は、該透明導電膜を製膜する真空槽中の圧力を一旦１．３×
１０-4Ｐａ以下とし、次いで不活性ガス及び酸素を導入する製造方法にて形成することが
できる。透明導電膜を製膜する真空槽中の圧力は一旦１．３×１０-4Ｐａ以下にすること
が、真空槽中に残留し、且つ透明導電膜の特性に影響を与えることが懸念される分子種の
影響を低減できるので望ましい。より望ましくは、５×１０-5Ｐａ以下、さらに望ましく
は２×１０-5Ｐａ以下である。
【００２９】
次いで導入される不活性ガスとしては、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅを用いることがで
き、原子量の大きな不活性ガスほど形成される膜へのダメージが少なく表面平坦性が向上
すると言われている。しかし、コスト面から考えてＡｒが望ましい。この不活性ガスには
膜中に取り込まれる酸素濃度を調整するために、分圧に換算して１．３×１０-4～７×１
０-2Ｐａ台の酸素を添加しても構わない。さらに、酸素の他にＯ3、Ｎ2、Ｎ2Ｏ、ＮＨ3等
を目的に応じて用いることができる。
【００３０】
また、本発明では、透明導電膜を製膜する真空槽中の水の分圧を１．３×１０-4Ｐａ以下
とし、次いで不活性ガス及び酸素を導入する製造方法にて形成することができる。水の分
圧は、より望ましくは、４×１０-5Ｐａ以下、さらに望ましくは２×１０-5Ｐａ以下に水
分圧を制御することができる。また、非晶質の状態を変化させるために、一旦上述したよ
うに真空槽の水の量を低減した後に、意図的に水を１．３×１０-4～３×１０-2Ｐａの範
囲で導入しても構わない。この調整は、真空槽の背圧を制御することによっても達成する
ことができる。
【００３１】
本発明における水分圧を決定するときには、差動排気型のインプロセスモニターを用いて
も良い。またはダイナミックレンジが広く、０．１Ｐａ台の圧力下においても計測が可能
な四重極質量分析計を用いても良い。また、一般的に、１．３×１０-5Ｐａ程度の真空度
においては、その圧力を形成しているのは水である。よって、真空計によって計測された
値をそのまま水分圧と考えても構わない。
【００３２】
本発明においては、高分子基板を用いるため、基板温度を当該高分子基板の軟化点温度よ
り上昇させることはできない。よって、透明導電膜を形成するためには、高分子基板の温
度は室温程度から軟化点温度以下とする必要がある。代表的な高分子基板であるポリエチ
レンテレフタレートの場合、特別な処理を行わないときは基板温度を８０℃以下の温度に
保ったまま導電膜を形成することが望ましい。より望ましくは室温程度或いは室温以下の
温度である。
【００３３】
透明導電膜の膜厚は、用途によって決定される。しかし、可撓性が悪化するため、３５０
ｎｍを越える透明導電膜を有することは望ましくない。また、１０ｎｍ未満の膜厚では、
不連続な膜となってしまうことが懸念され、透明導電膜としての機能のうち特に導電性が
著しく悪化する。本発明における透明導電膜の膜厚は用途に応じて１０ｎｍから３５０ｎ
ｍの範囲の膜厚とすることが望ましい。例えば、タッチパネル用の場合には１０ｎｍから
３０ｎｍの範囲の膜厚が望ましい、液晶表示素子用の場合には、３０ｎｍから３３０ｎｍ
の範囲の膜厚が望ましい。
【００３４】
本発明における、透明導電膜の熱特性は、ＴＡ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製ＤＳＣ２９
２０Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ＤＳＣを用いて解析した。熱特性の計測は３０～５５０℃の範
囲を毎分２０℃の昇温速度で測定した。また、試料はアルミニウムのパンに入れて測定し
た。この際、試料の重量は２～２０ｍｇとし、マイクロ天秤にて１μｇのオーダーまで計
測した。また、測定時のリファレンスには空のアルミニウムパンを用いた。DSC２９２０
Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ＤＳＣは熱流速型の測定装置であるため、窒素ガスを５０ｃｃ毎分
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セル内に流した。
【００３５】
この測定では、透明導電膜は、高分子基板から分離し採取を行う。その方法としては、例
えば鋭利な刃物で、注意深く削り落とす方法や、化学的な処理をする方法が挙げられる。
化学的な処理方法としては、クロロホルム、メチレンクロライド、オルソクロロフェノー
ル、ヘキサフルオロイソプロパノール、トリフルオロ酢酸等の溶媒に高分子基板を溶解さ
せ、次いでガラスフィルターで不溶物として残る透明導電膜を濾過し試料として利用する
方法である。試料の採取に当たっては、溶媒に不溶の成分を目の粗いフィルターで濾過し
、透明導電膜のみを別のガラスフィルターで濾過するといった手法が適切である。
【００３６】
このように採取した透明導電膜からは例えば図１に示すような示差走査型熱量計のプロフ
ァイルが計測される。ＴＡ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製ＤＳＣ２９２０Ｍｏｄｕｌａｔ
ｅｄ　ＤＳＣにおいては、試料から発熱が起こる場合に、熱量が図１における縦軸Ｈｅａ
ｔ Ｆｌｏｗの増大としてプロットされるようになっている。本発明で、発熱が開始する
温度と呼んでいる位置は、矢印１で示すように、まさに発熱が開始される温度として定義
している。また、本発明において、最大発熱温度と呼んでいる温度は、図１に矢印２で示
したような、発熱量が極大を迎え、その後発熱量が減少する、所謂ピーク形状のプロファ
イルにおいて発熱量が最も大きい温度のこととして定義している。さらに、発熱量とは、
発熱が開始する温度から３００℃の範囲におけるこのようなピーク状のプロファイルの面
積として求めることができ、その単位はＪ／ｇである。より具体的には、図１に示すよう
に、８０℃から３００℃の範囲にベースライン１１を引き、DSCプロファイルと作図した
直線によって囲まれてなる面積をもって発熱量とした。
【００３７】
本発明における透明導電膜は、示唆走査型熱量計による温度走査に対して明確な発熱が起
こっており、その発熱の始まりは、例えば図１においては、８０℃付近に現れている。こ
のような透明導電膜は、各種素子加工における熱履歴による熱処理において、容易に非晶
から結晶への構造転移を起こすものであり、例えば、図１の挙動を示す透明導電膜を有す
る透明導電積層体は、加熱処理することにより非晶質或いは非晶質と結晶質が混在した状
態から結晶質に相転移するので、筆記耐久性が向上したタッチパネル用として好適である
。また、透明導電膜の抵抗値を低減させることを、素子加工を通じて行う場合には、キャ
リア濃度を増大させるために透明導電膜が容易に結晶化することが望ましい。容易に結晶
化する透明導電膜は、かかるDSCチャートにおいて、好ましくは１００℃以下から、より
好ましくは８０℃以下から発熱を起こすような透明導電膜である。このとき透明導電膜の
最大発熱温度は１５０℃以下、より好ましくは１４０℃以下であるような透明導電膜であ
ると、高々１３０℃程度の温度であっても、非晶質の透明導電膜を短時間のうちに充分に
結晶化させることができる。
【００３８】
発熱量は最大発熱温度と同様に透明導電膜の形成条件に依存し、１０～１４０Ｊ／ｇの発
熱量の透明導電膜が結晶化を速やかに実行させるためには望ましい。より望ましくは、１
０～１００Ｊ／ｇさらに望ましくは、１０～５０Ｊ／ｇの発熱量を有する非晶質及び非晶
質と結晶質の混合体である。
【００３９】
また、本発明とは、直接的な関係を持たないものの、ＤＳＣチャートには３００～４００
℃の範囲に発熱の極大が観測されている。これは、Ｉｎが完全な酸化物になるときの結晶
相転移に由来する。また、３００～４００℃という温度は、一般にガラス基板上に形成さ
れてなる透明導電膜を熱処理するときに用いられている温度であり、ガラス基板上に形成
されてなる透明導電膜を完全に結晶への相転移させるためには、３００～４００℃の温度
が必要であることを示唆している。
【００４０】
【実施例】
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以下に実施例を示すが、本発明はこれらに制限されるものではない。
【００４１】
［実施例１］
真空槽の背圧を１．３×１０-5Ｐａとし、反応ガスとして酸素を導入し、さらに不活性ガ
スとして、Ａｒを導入し、全圧を０．４Ｐａとした。四重極質量分析計にて測定した、不
活性ガスを導入する前の水分圧は電離真空計にて読み取った真空槽の背圧と同じであった
。酸素分圧は２．７×１０-3Ｐａであった。
【００４２】
酸化錫を５重量％含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏからなる焼結ターゲットを用いて、１Ｗ／ｃｍ2の
電力密度でＤＣマグネトロンスパッタリング法により、基板温度５℃の０．１ｍｍのポリ
カーボネイト基板上へ、３３０ｎｍの膜厚の透明導電膜を形成し透明導電積層体を製造し
た。
【００４３】
次いで、該透明導電積層体の一部をメチレンクロライドに浸積しポリカーボネイト基板を
溶解させ、残った透明導電膜をガラスフィルターにて濾過し採取した。
【００４４】
この透明導電膜の熱特性を示差走査型熱量計で３０～５５０℃の範囲を毎分２０℃の昇温
速度で測定したところ、図１に示すように発熱が８０℃から始まった。また、最大発熱温
度は１３０℃であった。そして、発熱量は１８Ｊ／ｇであった。
【００４５】
上記透明導電積層体を１３０℃の熱処理したところ、透明導電膜は１時間以内に結晶化し
た。
【００４６】
［比較例１］
真空槽の背圧を１．３×１０-5Ｐａとし、反応ガスとして酸素を導入せず、不活性ガスと
してＡｒを導入し、全圧を０．４Ｐａとした。四重極質量分析計にて測定した、不活性ガ
スを導入する前の水分圧は電離真空計にて読み取った真空槽の背圧と同じであった。
【００４７】
酸化錫を５重量％含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏからなる焼結ターゲットを用い、１Ｗ／ｃｍ2の電
力密度でＤＣマグネトロンスパッタリング法により、基板温度５℃の０．１ｍｍのポリカ
ーボネイト基板上へ、３３０ｎｍの膜厚の透明導電膜を形成し透明導電積層体を製造した
。
【００４８】
次いで該透明導電積層体の一部をメチレンクロライドに浸積しポリカーボネイト基板を溶
解させ、残った透明導電膜をガラスフィルターにて濾過し採取した。
【００４９】
この透明導電膜の熱特性を示差走査型熱量計で３０～５５０℃の範囲を毎分２０℃の昇温
速度で測定したところ、発熱が８０℃から始まった。しかし、最大発熱温度は２３０℃と
なっていた。また、発熱量は３６Ｊ／ｇであった。
【００５０】
上記透明導電積層体を、１３０℃の熱処理をしたところ、透明導電膜は結晶化するものの
、結晶化にかかる時間が実施例の膜に比較して、非常に長くなっていた。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、低温プロセスにて形成した非晶質、或いは、非晶
質と結晶質が混在した透明導電膜を有する透明導電積層体において、構造特性を区別でき
なかった透明導電膜を高分子基板の軟化点温度を超えない範囲での熱処理に対し短時間で
速やかに結晶化できる。例えばポリカーボネイト基板上に酸化インジウムから主としてな
る透明導電膜を形成した場合、１００℃から１５０℃程度の温度による短時間の熱処理に
より容易に結晶化することができる。
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【００５２】
また、本発明における熱特性を利用することにより結晶化の可否を予知することが可能と
なる。さらに、タッチパネルや液晶表示素子、有機EL素子等の各種表示素子加工プロセス
や太陽電池加工プロセスにて発生しがちな、熱特性に起因した欠陥を起こし難い透明導電
膜を有する透明導電積層体を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１にて観測されたＤＳＣ曲線の測定図である。

【図１】
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